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   防府市新規就農支援事業補助金交付要綱 

                       平成２７年４月１日制定  

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、防府市内における農業従事者を確保するため、防府市内

で新たに就農する者に対し、就農初期段階で必要となる経費の一部を支援す

る「新規就農支援事業」について必要な事項を定めるものとする。 

 （事業種目等） 

第２条 事業種目、事業内容、補助率及び事業実施主体は、別表に掲げるとお

りとする。 

 （補助金の交付申請） 

第３条 前条の規定による補助金の交付申請をしようとする事業実施主体は、

補助金交付申請書（第１号様式）を、市長が定める期日までに市長に提出し

なければならない。 

 （補助金の交付決定） 

第４条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合において、その

内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金

の交付を決定し、その旨を事業実施主体に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要と

認めるときは、条件を付すことができる。 

 （補助事業変更の承認） 

第５条 事業実施主体は別表の重要な変更の欄に掲げる変更を加えようとする

ときは、補助金変更承認申請書（第２号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の補助金変更承認申請書の提出があり、その内容について適

正であると認めるときは、その旨を事業実施主体に通知するものとする。 

 （申請の取下げ） 

第６条 第４条第１項の規定による通知を受けた事業実施主体は、当該通知に

係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、

当該通知を受けた日から起算して２０日以内に当該申請の取下げをすること
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ができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の

交付決定はなかったものとみなす。 

 （事業の中止又は廃止） 

第７条 事業実施主体は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あら

かじめその理由及び事業の遂行状況を市長に届け出て、その指示を受けなけ

ればならない。 

 （実績報告） 

第８条 事業実施主体は、事業を完了したときは、完了した日から起算して２

０日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の３月３１日のいずれ

か早い日までに、事業実績報告書（第３号様式）を市長に提出しなければな

らない。 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、その内容の

審査及び必要に応じて行う現地調査の結果、適当であると認めたときは、交

付すべき補助金の額を確定し、その旨を事業実施主体に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１０条 前条の規定により通知を受けた事業実施主体は、補助金の交付を受

けようとするときは、補助金請求書（第４号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、第４条第１項の規定による通知に係

る金額の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。 

３ 事業実施主体は、概算払により補助金の交付を受けようとする場合は、補

助金概算払請求書（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （他の用途への使用禁止） 

第１１条 補助金の交付を受けた事業実施主体は、当該補助金を他の用途に使

用してはならない。 

 （報告及び検査等） 

第１２条 市長は、必要があると認めるときは、事業実施主体に対し報告を求
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め、第１６条の規定による帳簿その他関係書類若しくは事業の施行状況を検

査し、又は事業の施行上必要な指示をすることができる。 

 （補助金の交付決定の取消し等） 

第１３条 市長は、事業実施主体が次の各号の一に該当するときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (１) この要綱に違反したとき。 

 (２) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。 

 (３) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該事業

実施主体に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

 （財産の管理等） 

第１４条 事業実施主体は、補助事業により取得した財産については、補助事

業の完了した後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、

補助事業の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。 

 （財産処分の制限） 

第１５条 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産

で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで補助事業の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補

助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関

する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数。以下同じ。）を

勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。 

（１）不動産及びその従物 

（２）機械及び重要な器具で、市長が定めるもの 

（３）その他市長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると

認めて定めるもの 

２ 前項の場合において、市長の承認を受けて当該財産を処分したことによ

り収入があったときは、その収入の全部又は一部に相当する額を市に納付さ

せることがある。 
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 （関係書類の整備） 

第１６条 事業実施主体は、事業の施行状況及び当該事業に係る収支について

一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、補助事業完了の年

度の翌年度の初日から起算して５年間保存しなければならない。ただし、前

条第１項各号に規定するものについては、耐用年数の期間内においては、財

産管理台帳（第６号様式）、その他関係書類を整備保管しなければならない。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項は、

別に定める。 

   附 則 

この要綱は、平成２７年４年１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
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別表 

事業種目 事業内容 補助率 事業実施主体 重要な変更 

１ 

小規模基盤整備 

  

 

 

 

 

 

青年等就農計画

（農業経営基盤強

化促進法第１４条

の４第１項の規定

に基づき認定され

たものをいう。以

下同じ。）に即した

農地、園内道等の

整備 

 

１ 総事業費の

１/２以内 

  

２ 補助金額の

上限は５０万

円 

 

 

認定就農者

（青年等就農

計画の認定を

受けた者をい

う。以下同

じ。）及び認定

就農者になる

ことが確実に

見込まれる者 

１ 事業費

の３０％を

超える増減 

 

２ 事業の 

新設又は廃 

止 

２ 

生産条件整備 

 

青年等就農計画に

即した施設、機械

の整備 
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第１号様式 

    年度新規就農支援事業補助金交付申請書 

 

                                年  月  日 

 （宛先）防府市長 

                          住 所 

                          氏 名           

 

     年度新規就農支援事業を下記のとおり実施したいので、防府市新規就農支援

事業補助金交付要綱第３条の規定に基づき、補助金       円の交付を申請しま

す。 

                   記 

１ 事業内容（実績） 

№ 
事業内容 

（機械等名、規模、台数等） 

工期 

農業機械等の保管・設置・施工住所 着工 

(予定)年月日 

竣工 

(予定)年月日 

     

     

     

 

２ 総事業費及び負担区分 

総事業費 
負担区分 

市費 自己負担 

   

 

３ 事業完了（予定）年月日   年  月  日 

 

４ 添付資料 

※市長が必要と認めるものがあれば添付すること。 
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第２号様式 

    年度新規就農支援事業補助金変更承認申請書 

 

                                年  月  日 

 （宛先）防府市長 

                          住 所 

                          氏 名           

 

     年  月  日付け    第   号で補助金交付決定通知のあった新規

就農支援事業の実施については、下記のとおり変更したいので、防府市新規就農支援事

業補助金交付要綱第５条第１項の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 

 

                   記 

 

（注）記の記載方法は、様式第１号に準ずるものとする。 

   この場合において、交付決定により通知された「１事業内容」及び「２総事業費及び負担

区分」と変更後の「１事業内容」及び「２総事業費及び負担区分」とを容易に比較対象で

きるように変更部分を２段書きとし、変更前を括弧書きで上段に記載すること。 

   また、添付書類については、交付申請書に添付したものから変更があったものに限り添付 

すること。 
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第３号様式 

 

    年度新規就農支援事業実績報告書 

                                年  月  日 

 

 （宛先）防府市長 

                          住 所 

                          氏 名           

 

     年  月  日付け    第   号の補助金交付決定通知に基づき、下

記のとおり事業を実施したので、防府市新規就農支援事業補助金交付要綱第８条の規定

に基づき、その実績を報告します。 

 

記 

 

（注）記の記載方法は、様式第１号に準ずるものとする。 

      なお、支出の内容が分かる証拠書類の写しを添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

第４号様式 

    年度新規就農支援事業補助金請求書 

                                年  月  日 

 （宛先）防府市長 

                          住 所 

                          氏 名           

 

     年  月  日付け   第   号で確定通知のあった補助金について、

防府市新規就農支援事業補助金交付要綱第１０条第１項の規定に基づき、下記のとおり

交付されるよう請求します。 

記 

 

 

事業内容 

 

補助金事業に

要した経費 

市補助金 

確定額 

既受領額 今回請求額 

金  額 出来高 金  額 出来高 

           円 

 

       円 

 

        円 

 

    ％ 

 

        円     ％ 

合  計       

 

 

振 込 先 

金融機関名 

 

   銀行・信用金庫・労働金庫・ 

農協・漁協・信用組合 

 支店・店・支所・出張所 

口座番号･種別        

１:普通 ２:当座 

３：その他（   ） 

口座名義 

カタカナで記入 

願います 

 

 

振込先 
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第５号様式 

    年度新規就農支援事業補助金概算払請求書 

                                年  月  日 

 （宛先）防府市長 

                          住 所 

                          氏 名           

 

     年  月  日付け   第   号で交付決定通知のあった補助金につい

て、防府市新規就農支援事業補助金交付要綱第１０条第３項の規定に基づき、下記によ

り金     円を概算払により交付されるよう請求します。 

記 

 

 

区 分 

 

補助金事業に

要する経費 

市補助金 

交付決定額 

既受領額 今回請求額 残  額 

金 額 出来高 金 額 出来高 金 額 出来高 

    円 

 

      円 

 

    円 

 

    ％ 

 

    円 

 

    ％ 

 

    円 

 

    ％ 

 

合  計         

 

 

振 込 先 

金融機関名 

 

   銀行・信用金庫・労働金庫・ 

農協・漁協・信用組合 

 支店・店・支所・出張所 

口座番号･種別        

１:普通 ２:当座 

３：その他（   ） 

口座名義 

カタカナで記入願います 

 

 

振込先 



 

 

第６号様式 
 

財  産  管  理  台  帳 
 
 事業実施主体名                               
 
 

事業実施年度 
 
 

事業名 新規就農支援事業 

事業の内容 事業実施期間 経費の配分 処分制限期間 処分の状況 

摘 要 

施設・機械名 型式等 設置場所 

 
着 工 

 
年月日 

 
完 了 

 
年月日 

総事業費 

 
負担区分 耐用年数 

処分制限 

年 月 日 

承 認 

年月日 

処分の 

内 容 

市 費 自己負担      

 
 
 

            

 
 
 

            

 
 
 

            

 
（注）１ 処分制限年月日欄は、処分制限の終期を記入すること。 
   ２ 処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付、担保提供等別に記入すること。 
   ３ 備考欄には、譲渡先、貸付先、抵当権の設定権者の名称又は助成金の返還額を記入すること。 
   ４ この様式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の様式をもって代えることができる。 
   ５ 本台帳は、処分制限期間（処分した施設・機械については承認年月日）を経過するまでは保存管理すること。 


